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放出開始後の海域モニタリングにおける異常値の考え方（1/2）

※特定原子力施設の実施計画の審査等に係る技術会合

※：放出に際して①，②を実施
① ALPSで処理した水のトリチウムを除く放射性物質濃度が規

制基準を満足していることを確認する。
② 放水立坑(上流水槽)において海水とALPS処理水が混合・

希釈していることを、当面の間、放出前に直接確認する。

◼ 2022年3月24日に「多核種除去設備等処理水（ALPS処理水）の取扱いに関する海域モニタリン
グ計画」を公表し、モニタリングの測定点・測定対象・測定頻度を増やしました。放出前から環境の状態
を把握するため、2022年4月から同計画の運用を開始しています。

◼ また、2022年7月に認可をいただいた実施計画には、海域モニタリングで異常値が検出された場合に
ALPS処理水の海洋放出を停止することを定めています。

◼ 2023年2月1日に開催された原子力規制委員会の会議※において、海域モニタリングにおける異常値
の考え方を現在審査中の実施計画に追加するよう指示があったことを受け、補正申請では、異常値の
考え方を追加しています。

◼ なお、ALPS処理水の海洋放出にあたって、

✓ トリチウム以外の放射性物質：希釈放出する前に規制基準を満足していることを確認

✓ トリチウム：法令基準60,000Bq/Lの40分の1以下、WHO飲料水基準10,000Bq/Lの7分
の1以下になるまで大量の海水で希釈

することから、放出された時点で「希釈されたALPS処理水」は安全な状態にあると考えています。

海域モニタリング

①

放水立坑
放水トンネル

海水配管ヘッダ

海水移送ポンプ
測定・確認用タンク

ALPS処理水
移送ポンプ

②

:試料採取箇所
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◼ 海域モニタリングにおいて、海洋放出を一旦停止する際の判断に用いる「異常値の考え方」
として、以下の内容を追加して、2023年2月20日に実施計画の補正申請を行いました。

項 目 内 容

実施計画

海域モニタリングにおける異常値とは、迅速に状況を把握するために行う分析の結果から海水中の
トリチウム濃度が以下の①または②に該当する場合を言う。

①：放出口付近においては、政府方針で定め
る放出時のトリチウム濃度の上限値である
1,500Bq/Lを、設備や測定の不確かさ
を考慮しても上回らないように設定された
放出時の運用値の上限を超えた場合

②：①の範囲の外側においては、分析結果に
関して、明らかに異常と判断される値が得
られた場合

①および②ともに、評価対象とする試料採取地点は、トリチウムの拡散シミュレーション等をもとに
定めた総合モニタリング計画の試料採取地点の中から選定することとし、具体的な試料採取地点、
異常と判断する設定値、および一旦海洋放出を停止した後に海洋放出を再開する場合の確認
事項等、運用上必要な事項については、別途社内マニュアルで定める。

なお、上記に加えて、総合モニタリング計画に基づくモニタリング全体において通常と異なる状況等
が確認・判断された場合には，必要な対応を行う。

（補足）
異常と判断
する状態

大量の海水で希釈後のALPS処理水が、放出口から排出された後、海水中での拡散が進まず、
トリチウム濃度が排出された状態から低減していかないまま、その領域が拡大している状態

放出開始後の海域モニタリングにおける異常値の考え方（2/2）

放出口

放出口周辺の
イメージ図
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海抜33.5m

道路
海抜11.5m

海抜2.5m

二次処理設備（新設逆浸透膜装置）

ALPS処理水等タンク

5号機取水路
海へ

（約1㎞）

海水流量計

ALPS処理水
移送ポンプ

流量計・流量調整弁・
緊急遮断弁（津波対策）

緊急遮断弁

受入 測定・確認

海水配管ヘッダ

トリチウム以外の核種の告示濃度比総和
「1～10」の処理途上水を二次処理する

（直径約2m×長さ約7m）

希釈用海水
（港湾外から取水）

二次処理設備（ALPS）

トリチウム以外の核種の告示濃度比総和
「1以上」の処理途上水を二次処理する

海水配管

測定・確認用設備

ローテーション

放出

放水立坑（下流水槽）

放水トンネル
放水立坑（上流水槽）

3群で構成し、それぞれ受入、測定・確認、放出工程を担い、
測定・確認工程では、循環・攪拌により均質化した水を採取
して分析を行う（約1万m3×3群）

出典： 地理院地図（電子国土Web）をもとに東京電力ホールディングス株式会社にて作
成
https://maps.gsi.go.jp/#13/37.422730/141.044970/&base=std&ls=std&disp

=1&vs=c1j0h0k0l0u0t0z0r0s0m0f1

放水トンネル

N

大熊町双葉町

南北3.5km

東
西

1
.5

k
m

防潮堤

移送設備

放水設備

希釈設備
放水トンネルの損失に見合う水
頭差（下流水槽の水面高さと
海面の高さの差）を利用して自
然流下させる

※：共同漁業権非設定区域

日常的に漁業が
行われていない
エリア※

緊急遮断弁や移送配
管の周辺を中心に設置

（参考）ALPS処理水希釈放出設備および関連施設の全体像

https://maps.gsi.go.jp/#13/37.422730/141.044970/&base=std&ls=std&disp=1&vs=c1j0h0k0l0u0t0z0r0s0m0f1

